
「福が満開、福のしま。」ロゴマーク等使用取扱要綱 

 

１ 目的 

この要綱は、「福が満開、福のしま。」ロゴマーク等（以下「ロゴマーク等」という。）を使

用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものです。 

 

２ 使用の手続き 

（1） ロゴマーク等を使用（変更）する場合は、別紙『「福が満開、福のしま。」ロゴマーク等使

用（変更）申請書（以下、「使用（変更）申請書」という。）』を福島県観光交流局観光交流

課長（以下「観光交流課長」という。）に提出してください。 

ただし、次に該当する場合は申請の必要はありません。 

①福島県観光復興推進委員会及びその会員、会員団体の構成員である団体、協賛団体が使用

する場合。ただし、商品パッケージや商品自体に使用する場合は申請が必要です。 

②鉄道各社、旅行会社、雑誌社等が福島県への誘客を目的とした旅行商品や記事に使用する

場合。 

③新聞、テレビ、雑誌等の報道関係機関が報道目的に使用する場合。 

④個人が福島県の観光を PRする目的で使用する場合。 

また、使用承認が必要ない場合でも、下記５に該当する場合は使用できません。 

なお、福島県復興シンボルキャラクター「キビタン」及び、新島八重マスコットキャラク

ター「八重たん」を含むロゴマーク等の使用（変更）申請が承認された場合、各キャラク

ターの使用規定に基づく使用（変更）申請を省略することができます。 

（2） 観光交流課長は、使用（変更）申請書の内容を審査のうえ、承認するものについては、使

用（変更）申請書に押印したものを申請者に交付します。 

 

３ 使用料 

ロゴマーク等の使用料は、無料です。 

 

４ 使用条件 

ロゴマーク等の使用にあたっては、次の条件を遵守し、適正に使用してください。 

（1） デザインマニュアルに基づき使用すること。 

（色の変更、縦横の比率変更、組み方の変更、新たなデザイン付加などはできません。） 

（2） ロゴマーク等使用品の現物１点を観光交流課長に提出してください。現物の提出が困難な

場合は、現物の写真を提出してください。提出されたロゴマーク等使用品・写真は返却しま

せん。なお、提出いただいた現物や写真は福島県の観光 PRのため、福島県等のホームペー

ジや広報物に掲載する場合があります。 

  



５ 使用承認しない場合 

次に掲げる場合に該当すると認めるときは、使用を承認しません。 

（1） 福島県及び福島県観光復興推進委員会が行う観光キャンペーンの品位を傷つけ、又は正し

い理解の妨げとなるおそれがある場合。 

（2） 特定の政治、思想、宗教の活動に使用される場合、又はその活動を支援しているような誤

解を与えるおそれがある場合。 

（3） ロゴマーク等を正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれのあるとき。 

（4） 事業所等が自己のシンボルマーク又は商標、意匠として使用するおそれがある場合。 

（5） 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合。 

（6） その他観光交流課長が承認しないことが適当と認めた場合。 

 

６ 使用状況等の調査 

観光交流課長は、ロゴマーク等の適正な活用を図るため必要と認める場合、ロゴマーク等の

使用者に対し、その使用状況について報告を求めることができるものとします。 

 

７ 使用の禁止 

（1） 現にロゴマーク等の使用が開始された後において、使用条件に違反した場合、または上記

5に該当することが明らかになった場合、観光交流課長はロゴマーク等の使用を禁止、又は

当該使用承認を取り消すものとします。申請者は直ちに使用を中止し、使用物の回収・撤去

等を行ってください。 

（2） 観光交流課長は、使用者が前項の規定により使用を禁止され、又は許可を取り消されたこ

とによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負いません。 

 

８ 使用者の責務 

ロゴマーク等が表示されたものに関する事故、苦情が発生した場合、一切の責任はロゴマー

ク等の使用者に帰するものとし、ロゴマーク等の使用者は誠意をもって必要な措置を講じな

ければなりません。 

 

９ その他 

この要綱に定めるもののほか、ロゴマーク等の取扱いについて必要な事項は、観光交流課長

が別に定めるものとします。 

 

１０ 附 則 

この要綱は、平成２５年１０月１１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


